
未来ちゃん 情 局報

問 

企
画
財
政
課 
企
画
調
整
広
報
係　

☎
６
５
・
１
０
８
５

駅
前
駐
輪
場
は
マ
ナ
ー
を

守
っ
て
利
用
し
ま
し
ょ
う

　

桂
川
駅
前
駐
輪
場
は
た
く
さ
ん
の
ひ
と
が
利
用
し
て

い
ま
す
。
み
ん
な
が
使
い
や
す
い
よ
う
に
、
マ
ナ
ー
を

守
っ
て
利
用
し
ま
し
ょ
う
。

【
注
意
】
ほ
か
の
自
転
車
の
妨
げ
に
な
ら
な
い
よ
う
に
整

列
し
て
く
だ
さ
い
。
自
転
車
を
長
期
間
放
置
し
な
い
で

く
だ
さ
い
。

　
※
ご
利
用
時
は
必
ず
施
錠
し
て
く
だ
さ
い
。

桂
川
駅
前
駐
輪
場
使
用
方
法

お知らせ

ルールを守って利用しましょう！
みんなの駐輪場です！

問 

保
険
環
境
課 

医
療
介
護
保
険
係 

☎
６
５
・
１
０
９
７

ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
証

切
替
え
手
続
き
が
必
要
で
す

　
「
ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
」
の
医
療
証
が
切
替
え
に
な

り
ま
す
。
現
在
使
用
し
て
い
る
ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療

証
は
、
10
月
１
日
以
降
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん

の
で
、
切
替
え
の
手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

現
在
受
給
し
て
い
る
方
に
は
通
知
書
を
送
付
し
ま
す
。

【
切
替
期
間
】
８
月
3
日
㈪
～
31
日
㈪
の
役
場
開
庁
日
時

【
場　

所
】
保
険
環
境
課 

医
療
介
護
保
険
係

【
持
参
物
】 

○
印
鑑　

○
健
康
保
険
証　

○
養
育
費
に
関

す
る
申
告
書　

○
児
童
扶
養
手
当
証
書
ま
た
は
公
的

年
金
証
書
（
該
当
す
る
人
の
み
）　

○
戸
籍
謄
本
（
桂

川
町
に
本
籍
が
な
い
人
の
み
）　

○
所
得
証
明
書
（
令

和
2
年
1
月
2
日
以
降
、
桂
川
町
に
転
入
し
た
人
の

み
。
所
得
、
扶
養
人
数
お
よ
び
控
除
額
の
記
載
の
あ

る
も
の
）　

〇
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
も
し
く
は
通

知
カ
ー
ド

ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療 

医
療
証

お知らせ

問 

保
険
環
境
課 

医
療
介
護
保
険
係 

☎
６
５
・
１
０
９
７

重
度
障
害
者
医
療
証

切
替
え
手
続
き
が
必
要
で
す

　
「
重
度
障
害
者
医
療
」
の
医
療
証
が
切
替
え
に
な
り
ま

す
。
現
在
使
用
し
て
い
る
重
度
障
害
者
医
療
証
は
、
10

月
１
日
以
降
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
切

替
え
の
手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

現
在
受
給
し
て
い
る
方
に
は
通
知
書
を
送
付
し
ま
す
。

【
切
替
期
間
】
８
月
3
日
㈪
～
31
日
㈪
の
役
場
開
庁
日
時

【
場　

所
】
保
険
環
境
課 

医
療
介
護
保
険
係

【
持
参
物
】
○
印
鑑　

○
障
が
い
程
度
を
証
明
す
る
も

の
（
身
体
障
害
者
手
帳
・
療
育
手
帳
な
ど
）　

○
現
在

使
っ
て
い
る
重
度
障
害
者
医
療
証　

○
所
得
証
明
書

（
令
和
2
年
1
月
2
日
以
降
転
入
し
た
人
の
み
。
所

得
、
扶
養
人
数
お
よ
び
控
除
額
の
記
載
の
あ
る
も
の
）

〇
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
も
し
く
は
通
知
カ
ー
ド　

〇
委
任
状
（
代
理
申
請
の
場
合
の
み
）

重
度
障
害
者
医
療 

医
療
証

お知らせ

○桂川町に住所がある人
○医療保険に加入している人
○生活保護等を受けていない人
○本人または扶養義務者の所得が一
　定の額を超えていない人
○ひとり親家庭等の児童およびその
　母（父）または養育者

※すべての項目を満たす人が対象。詳
しくはお問い合わせください。

■ひとり親家庭等医療対象者

○桂川町に住所がある人
○住所地特例の適用を受けている人
○３歳以上の人（小学校就学前の児童は
　子ども医療が優先）
○医療保険に加入している人
○生活保護等を受けていない人
○本人または扶養義務者の所得が一定の
　額を超えていない人
○障害程度要件を満たしている人

※すべての項目を満たす人が対象。詳しく
はお問い合わせください。

■重度障害者医療対象者
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